公益社団法人日本口腔インプラント学会九州支部役員選出規程

令和3年8月9日制定

（総則）
第１条　この規定は、公益社団法人日本口腔インプラント学会の役員候補者選出規程第３条（支部選出規程）１（理事候補者を選出するため、各支部に支部役員選出規程を設ける）に基づき、九州支部役員候補者の選出に関して規定するものである。

（理事候補者の選出）
第２条　理事候補者の選出に関する運営は、九州支部代議員選挙規程に規定される支部選挙管理委員会が行うものとする。
　　２　理事候補者の推薦は本部役員選出規程により定められる。
３　理事候補者は立候補によることを原則とするが、理事候補者が本部役員推薦規程に定める必要数を越えた場合は次期代議員による投票によって選出する。

　（理事候補者数）
第３条　理事候補者数は各所属区分において下記のように配分する。
（1） 区分①（大学系）：２名
（2） 区分②（臨床系）：１名

（理事選挙の選挙および選挙人）
第４条　理事に配分定数以上の立候補があった場合、理事候補者は区分ごとに各区分の次期代議員による投票によって選出する。

（次期支部長の選出） 
第５条　次期支部長は理事候補者の中から互選によって選出する。

　（補則）
第６条　この規程を改正する場合は、支部代議員会の承認を得なければならない。
２　この規程に定めるもののほか、理事選挙の実施に必要な事項は、支部代議員会の議を経て別に定めることができる。

附則
　１　この規程は令和3年８月9日から施行する。
